
                                     令和 7 年 4 月 9 日 

                                   PTA 会長   森 勝哉 

                                     厚生部長  谷口 誠哉    

               第１回 エコプラン要綱     

日程 令和 7年 6 月 21 日（土） 雨天の場合は、22 日（日） 

※雨天中止の場合は、午前 6 時 30 分までに学校よりスクリレにて連絡します。 

 

1. 回収作業 （各町評議員担当） ※午前 7：30 より東広場へ搬入開始 

○回収できるもの 

   段ボール、新聞紙、 チラシ 、雑誌、ビール瓶・ビールケース (アサヒ ・キリンのみ)、牛乳パック、 

アルミ缶・スチール缶（一般的な飲料の缶以外は×）、トラクターの爪､草刈り機の刃､バッテリー、衣類 

※新聞紙とチラシはできるだけ分別して梱包して下さい。 

○回収できないもの（上記以外は回収できません） 

    スプレー缶・カセットボンベ・ビール以外のビン類・カンヅメの缶・布団・じゅうたん・ 

カーテン・ペットボトル・おもちゃ等のプラスチック類、てんぷら油、ガラス類、陶器類 

リチウム電池 

※注意事項   

① 割れた瓶や回収出来ないもの、スプレーやカセットボンベ等（ガス抜きしていても回収しません）を 

回収してしまった場合は、各町で処分をお願いします。（東広場へ持ちこまないで下さい） 

     ② ダンボールの中に電池や割れ物が入っていると事故の原因となり大変危険です。 

       本部役員も確認しますが、各町においてもできるだけ確認してください。（※リチウム電池発火の恐れあり） 

      ③ 空き缶で、自動販売機等のゴミなどがそのまま出ている場合は、中身を確かめた上、搬入ください。 

④ 各戸回収時に上記の回収できないものを発見した場合は、回収しないようにお願いします。 

※上記を再度ご確認頂き、回収できないものの周知・徹底をお願いします。 

回収不可の物に対して、シールを作成します。明らかに回収不可の物に対しては、 

シールを貼りその場で回収しないように対応して下さい。 

   ⑤回収エリアの境界ラインで回収漏れが発生しやすいです。 

担当エリアが不明確な場所（境界ライン）は、お互い確認をお願いします。 

 

 

2.エコプランお知らせ方法の変更（チラシ配布⇒陣屋のまち） 

「令和７年度 第１回エコプラン」も「陣屋のまち」でのお知らせとなっています。 

各町評議員の方々に実施頂いていた「チラシ配布」は無くなります。  

【事例：小野中学校 5 月実施】 



 3.回収作業時間のお願い 

各戸から学校への回収漏れの連絡時間を 午前 8時 50 分までにしています。 

回収漏れがないか、再度確認をお願いします。 

※各町作業終了し、解散して頂いた後も、午前 10：00 頃までは、回収漏れ連絡がある可能性が 

ありますので、申し訳ございませんが、各町対応できる方の待機をお願い致します。 

 

【注】 学校への電話は、回収漏れ連絡で混み合う恐れがあるため、できれば控えてください（TEL:63-3192） 

 

4.搬入車両の安全誘導と荷降ろし （本部役員担当） 

   別紙【東広場見取図】に示すように右回りの一方通行とします。 

会場は大変混雑が予想されるため、搬入作業は本部役員の誘導に従って、 

各バッカン、コンテナの横に駐車させ、搬入が終われば速やかに退場させて下さい。 

混雑時は、一時お待ち頂く場合があります。ご了承下さい。 

 

  5.注意事項等 

  ・回収・搬入作業中は事故、ケガのない様に十分注意して下さい。 

  ・本部役員は、軍手を持参して下さい。 

  ・搬入作業時、会場は大変危険ですので、小さいお子さんは連れて来ないで下さい。 

   ※諸事情により、どうしても連れて来なければならない場合は、 

安全に配慮し、車の中で待機させて下さい。（外は大変危険です！） 

   ※どうしても子供さんの手伝いが必要な町については、各町、各親御さんの責任においてご判断ください。 

◎各町別の搬入時間は下記の通りです。 

７：３０より ニュータウン・浄谷町・浄谷団地・北丘 

７：５０より 中町・日吉町・栄町・大開町・長尾町 

８：１０より 黒川町・天神町・天神東・天神東が丘 

※搬入時間は、毎回のエコプラン毎にローテーションをしています。 

7：30 からの搬入で、各町での作業が終わられました厚生部員の方は、 

ご都合つき次第、東広場での作業のご協力をお願い致します。 

町代表（もしくは町の担当）の方は、各町の回収作業が終了しましたら、 

東広場の現場にて、本部役員もしくは先生にお伝え下さい。 

また、ラミネートされた各町終了報告書を役員または先生に渡し下さい。 


